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十
一
月
十
四
日
立
候
補
〆
切

代表委員会選挙に
私たちの声を反映

させよう

－過半数代表と労働条件―

い
よ
い
よ
大
学
法
人
と
し
て
、
就
業
規
則
と
労
使
協
定
と
し
て
作
成
す
る
時
期
が
迫

っ
て
き
ま
し
た
。
大
学
側
と
交
渉
す
る
過
半
数
代
表
は
、
労
働
基
準
法
に
よ
れ
ば

「
労

、

働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合

、」

そ
れ
が
「
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者

（
３
２
条
２
）

」

で
す
。
過
半
数
を
組
織
し
て
い
る
附
属
学
園
単
組
は
、
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
が
、
そ
の

他
は
「
な
い
場
合
」
で
す
か
ら

「
過
半
数
を
代
表
す
る
も
の
」
を
選
出
す
る
こ
と
に

、

な
り
ま
す
。

過
半
数
代
表
選
出
の
手
順
と
内
容
は
、
２
～
４
ペ
ー
ジ
に
収
録
し
た
通
り
で

「
過

、

半
数
代
表
者
」
は
、
事
業
場
別
・
部
局
別
に
職
員
代
表
を
選
び
、
そ
の
中
か
ら
選
び
出

す
と
い
う
間
接
方
式
で
す
。
１
１
月
上
旬
に
も
代
表
選
挙
の
公
示
が
な
さ
れ
ま
す
。

ど
ん
な
代
表
を
選
び
出
す
か
が
、

き
わ
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

労
働
条
件
改
悪
の

お
そ
れ
は
な
い
か
？

法
人
化
を
来
年
４
月
に

控
え
、
岡
山
大
学
に
お
い

て
も
労
働
基
準
法
に
則
っ

た
労
働
条
件
を
、
就
業
規

則
と
労
使
協
定
と
し
て
作

成
す
る
時
期
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
法
人
化
後
の
労

働
条
件
の
骨
子
に
つ
い
て

は
「
岡
山
大
学
の
国
立
法

人
化
に
つ
い
て
―
制
度
設

計
に
関
す
る
検
討
報
告

」（

、

―

２
０
０
３
年
９
月

以
下
「
制
度
設
計

）
に

」

大
学
当
局
の
方
針
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
就
業
規

則
の
詳
細
や
労
使
協
定
の

内
容
に
つ
い
て
も
近
々
公

表
さ
れ
る
予
定
で
す
。
私

た
ち
は
、
非
公
務
員
化
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働

条
件
が
悪
く
な
る
こ
と
の

な
い
か
ど
う
か
、
重
大
な

関
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。

制
度
設
計

で
は

現

「

」

「

在
の
公
務
員
制
度
の
下
で

適
用
さ
れ
て
い
る
勤
務
条

件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る

だ
け
、
そ
の
ま
ま
就
業
規

則
に
移
行
さ
せ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
新
体
制
へ
の
ソ
フ

ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
図
る

こ
と
と
し
た
」
と
し
て
い

ま
す
が
、
は
た
し
て
そ
う

な
っ
て
い
る
の
か
、
も
っ

と
よ
く
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
か
、
検
討
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

過
半
数
代
表
の
意
見
を

添
付
す
る
義
務

就
業
規
則
は
使
用
者
が

作
成
す
る
も
の
で
す
が
、

労
働
者
の
過
半
数
代
表
の

意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見

を
添
付
し
て
労
働
基
準
監

督
署
に
届
け
出
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
使
用
者
は
意
見
を
聞

き
入
れ
る
法
的
な
義
務
は

な
い
の
で
す
が
、
過
半
数

を
代
表
す
る
意
見
と
な
れ

ば
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。最

も
重
要
な
時
間
外

勤
務
に
関
す
る
協
定

労
使
協
定
は
労
働
基
準

法
が
定
め
る
さ
ま
ざ
ま
な

項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
最

も
重
要
な
も
の
は
時
間
外

勤
務
に
関
す
る
協
定
で

す
。
労
働
基
準
法
は
１
日

８
時
間
、
週
４
０
時
間
を

こ
え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と

を
禁
じ
て
い
ま
す
が
、
労

使
協
定
を
結
べ
ば
労
働
時

間
を
延
長
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
ま
す
。
労
使
協
定

は
労
働
者
の
過
半
数
代
表

と
使
用
者
と
の
合
意
に
よ

っ
て
結
ば
れ
る
も
の
で
す

か
ら
、
過
半
数
代
表
者
が

認
め
な
い
限
り
超
過
勤
務

は
労
働
基
準
法
違
反
と
な

り
で
き
ま
せ
ん
。
労
使
協

定
に
お
け
る
過
半
数
代
表

の
役
割
は
き
わ
め
て
大
き

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

過
半
数
代
表
を

選
出
す
る
必
要

こ
の
よ
う
に
重
要
な
役

割
を
も
つ
過
半
数
代
表
を

ど
の
よ
う
に
選
ぶ
か
。
労

働
基
準
法
は
「
当
該
事
業

場
に
、
労
働
者
の
過
半
数

で
組
織
す
る
労
働
組
合
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ

の
労
働
組
合
、
労
働
者
の

過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
が
な
い
場
合
に
お
い

て
は
労
働
者
の
過
半
数
を

代
表
す
る
者
」
と
規
定
し

て
い
ま
す
。
岡
山
大
学
で

は
東
山
と
平
井
の
事
業
場

に
は
過
半
数
を
組
織
す
る

附
属
学
園
単
組
が
あ
り
ま

す
の
で
組
合
代
表
が
過
半

数
代
表
と
な
り
ま
す
が
、

（

、

そ
の
他
の
事
業
場

津
島

鹿
田
学
部
、
鹿
田
病
院
、

倉
敷
、
三
朝
固
地
研
、
三

朝
病
院
）
で
は
過
半
数
を

代
表
す
る
者
を
選
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

間
接
過
半
数
代
表

選
出
方
式

岡
山
大
学
で
は
過
半
数

代
表
者
を
直
接
選
挙
す
る

の
で
は
な
く
、
各
階
層
・

各
部
局
か
ら
代
表
委
員
を

選
び
、
代
表
委
員
会
か
ら

間
接
的
に
過
半
数
代
表
者

を
選
出
す
る
方
式
を
と
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
方
式
で
は
、
代
表
委
員

会
で
集
団
的
に
調
査
・
議

論
す
る
こ
と
が
で
き
、
過

半
数
代
表
者
に
過
重
な
負

担
を
か
け
ず
、
非
常
勤
職

員
を
含
め
各
階
層
の
意
見

を
反
映
で
き
る
と
い
う
利

点
が
あ
り
ま
す
。
各
階
層

・
各
部
局
へ
の
代
表
委
員

の
割
り
振
り
は
別
表
（
２

ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
に
提
案

さ
れ
て
い
ま
す
。
１
１
月

に
は
代
表
委
員
選
挙
が
公

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

組
合
推
薦
の
代
表

候
補
を
決
め
よ
う

、

私
た
ち
組
合
と
し
て
は

働
き
が
い
の
あ
る
働
き
や

す
い
職
場
を
つ
く
る
た
め

に
、
よ
り
よ
い
就
業
規
則

・
労
使
協
定
を
め
ざ
し

て
、
代
表
選
挙
に
取
り
組

み
た
い
と
考
え
ま
す
。
組

合
推
薦
の
立
候
補
者
を
立

て
ら
れ
る
部
局
は
早
急
に

候
補
者
を
決
め
る
よ
う
に

し
ま
す
。

現
時
点
で
の
注
意
点

組
合
は
就
業
規
則
・
労

使
協
定
の
内
容
を
検
討

し
、
そ
の
意
見
を
代
表
委

員
会
に
反
映
さ
せ
る
努
力

を
し
ま
す
。
全
容
が
見
え

な
い
の
で
明
確
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
現
時
点
で
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の

点
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

（
４
ペ
ー
ジ
へ
）

g4
9
-
'
l
'

じ
ら

d
g



４ 委員会の議決に当たっては，各委員 の選出母体の職員数 を考慮するものとする。

５ 委員会及び管理委員会は，運営に関する事項を別に定めることができる。

（大学と委員会の協議）

第８条 大学と委員会との協議は，当該委員会選出の際，明示された 労使協定等 の締結等ごとに，原則として全学

。 ， ， ，規模で行う ただし 特定の事業場にのみ関係する事項の場合には 大学及 び当該事業場の代表者が合意すれば

大学と当該事業場の代表者 のみで 協議することができる。

２ 労使協定 の締結及び就業規則への意見聴取 の協議では，協議を円滑に行うため，職員代表委員の出席者を一定

数に限ることができる。

３ 労使協定 の締結に関する協議は，大学及び委員会委員 のいずれからも提案できる。この場合，提案理由を説

明し，必要に応じて資料を提出する。

（労使協定等 の締結等）

第９条 労使協定等の締結等 は，各事業場ごとに行う。

２ 各種労使協定の有効期間は，原則として１年間とする 。ただし，大学及び委員会が合意した場合はこの限りで

ない。なお，有効期限の定めを要しない労使協定については，有効期限 を定めないことができる 。

３ 大学は，労使協定等の締結等がされた場合は，職員へ周知しなければならない。

（その他）

第10条 委員会及び選挙管理委員会の業務は，勤務時間中に実施することができる。この場合においても，給与

を減額されることはない。

２ 大学は，委員会及び選挙管理委員会の委員に対し，委員であること又は委員であったことを理由に，不利益扱
い又は優遇はしない 。

３ 委員会の運営及び委員選出に要する経費は，大学が負担するものとする。

附 則
１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。
２ この規程の施行の際の委員会委員の選出のための選挙管理委員会は，第４条第３項の規定にかかわらず，総
務部人事課及 び岡山大学職員組合 （仮称）の代表者 で設置する。

別表１
区 分 関 係 部 局 等 部局別職員代表委員選出数

教 員 教員以外 非常勤職員
教育・研究又 津島地区 事務局 １名
は調査の事業 附属図書館 （本館） １名

文 学 部，文化科学研究科・ 留学生 １名
センター
文学部 ・法学部・経済学部事務部 １名
教育学部，教育学研究科 １名
法学部 １名 １名
経済学部 １名
理学部 １名
薬学部 １名
保健管理センター １名
農学部 １名
自然科学研究科
工学部 １名 １名
環境理工学部 １名
学内共同利用教育研究施設

東山地区 教育学部附属小学校
教育学部附属中学校

２名教育学部附属幼稚園
教育学部附属教育実践総合 センタ
ー教育実地研究指導部門

１名平井地区 教育学部附属養護学校
鹿田地区 医歯学総合研究科 １名

医学部 １名 １名 １名
学内共同利用教育研究施設
歯学部

倉敷地区 資源生物科学研究所 １名
三朝地区 固体地球研究センター １名

病院又は虚弱 鹿田地区 医学部 ・歯学部附属病院 ２名 医療系１名
者の治療，看 看護系１名 １名
護その他保健 事務系１名
衛生の事業 三朝地区 医 学 部・歯学部附属病院三朝医療 １名

センター
注） 自然科学研究科及 び学内共同利用教育研究施設の教員は，それぞれ関連部局等の教員と

みなす。

２００３年１1月５日 組合だより 第６０号（２）



（案）国立大学法人岡山大学事業場別・部局別職員代表委員会規程
１５．１０．３１

（総則）

， （ 「 」 。） ，第１条 この規程は 国立大学法人岡山大学 以下 大学 という 職員の労働条件 の整備・改善・充実を図り

もって大学の設置目的の円滑な遂行に資するために職員代表委員会（以下「委員会」という ）の設置に関し，。

必要な事項を定める。

２ 委員会規程は，労働基準法，労働安全衛生法及 び大学の規程に基づく取扱いのため，就業規則の付属規程とし
て定めるものである。

３ 本規程 の在り方につき，大学は労働組合と協議することができる 。
（委員の選出）

第２条 委員会委員の選出は，委員会が設置する選挙管理委員会が実施する。

２ 委員会委員 は，別表１に掲げるところにより，部局又 は職種（以下「部局等」という ）から，当該部局等ご。

とに理事を除く全職員による選挙により選出する。ただし，当該事業場 に，職員の過半数で組織する労働組合が

ある場合は，その組合の代表者とする。

３ 大学は，委員会委員選出に当たっては ，次の事項を職員に周知しなければならない 。

一 委員会設置 の趣旨

二 労使協定 の締結・変更・解約又は就業規則の制定・変更（以下「労使協定等の締結等 」という ）をしよう。

とする場合は，その案文，具体的 な提案理由及 び関連資料

４ 大学は，選挙管理委員会からの 求めにより，選挙実施に必要な協力をするものとする。

５ 国立大学法人岡山大学職員給与規程第 11条に規定する管理職手当該当者名簿に定める職に就いて

いる職員は，委員会委員になることはできない 。

（委員の任期）

第３条 委員会委員の任期は，１年とする 。ただし，再任を妨げない 。

２ 委員が欠けたときの 後任者 の任期は，前任者 の残任期間とする。

（委員会 の業務）

第４条 委員会は，次の各号に掲げる業務を担当する。

一 就業規則の内容を確認し，就業規則 へ労働者代表 が付す意見の案を検討する。

二 労使協定案 の内容について，検討する。

三 就業規則の変更の必要性 について，検討し，学長へ意見を提出する。

（委員会 の権限）

第５条 委員会は，委員の中から，事業場ごとに代表者を選出し，次の権限を行使する。ただし，当該事業場に職

員の過半数で組織する労働組合があるときは，当該組合からの委員を代表者とする。

一 労使協定の締結・変更・解約

二 就業規則の作成・変更に当たっての 意見の付与

２ 委員会は，次の学内委員会へ労働者代表委員を推薦する。この場合，原則として，委員会委員の中から推薦す

るものとするが ，特に必要があるときは ，委員会委員以外の職員を推薦することができるものとする。

一 国立大学法人岡山大学職員の懲戒に関する規程第 ４条第１項第２号に規定する懲戒等審査委員会

二 国立大学法人岡山大学職員苦情処理委員会規程に基づく苦情処理委員会

三 国立大学法人岡山大学職員労働安全衛生管理規程 に基づく衛生委員会

３ 委員会 は，選挙管理委員会委員及び予備委員 を任命する。

（選挙管理委員会）
第６条 委員会委員選出 のための選挙管理委員会 は３名で構成し，予備委員１名を置くものとする。

２ 選挙管理委員会委員 の任期は，任命した委員会委員 の任期に準ずるものとする。

３ 選挙管理委員会は，次の各号に掲げる場合に代表委員会委員選挙 を，公示の上，行うものとする 。

一 締結した労使協定 の有効期間満了の２か月前

二 新たに労使協定等 の締結等が必要となった 場合

４ 選挙管理委員会は，選挙結果を公表し，最初の委員会の招集及び議長の選出を行う。

（委員会 の運営）

第７条 委員の互選により，委員会に議長及び副議長を置く。なお，必要がある場合には，委員の互 選により協

議委員を置くことができる。

２ 委員会 は，大学に対し，審議に必要な資料の提供を求めることができる。

３ 委員会は，必要があれば ，労働条件等に関する実態調査をし，又は職員の意見を聞く機会（職員懇談会）を持

つことができる。
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過半数代表者の選出について
2003．１０．３１

岡大職組執行委員会三役と岡大事務局人事課は以下の内容で合意しました。

法人化の際に必要な過半数代表者の選出のため，事業場別・部局別職員代表委員会（以下「代表委員会」という）を設置す
ることとし ２００４年度の代表委員会は 事前に設置しておく必要があるため 次のとおり暫定的な代表委員会 以下 代， ， ， （ 「
表委員会（暫定 」という）を設置することとする。なお，この代表委員会（暫定）は，２００４年４月１日に正式な代表委）
員会とすることとする。

２００３年度
総務部人事課が岡山大学職員組合と相談して，代表委員会（暫定）の選挙管理委員会を設置する。1)
（選挙管理委員会の構成 ・・・選挙管理委員会委員長：中富岡大職組執行委員長）
・ 職員組合：中富執行委員長，村上副委員長・・・２名
・ 人事課 ：野澤人事課長，中尾人事課長補佐・・・２名

全職員へ通知し，代表委員会（暫定）への立候補者を募集する ・・・１１月１４日（金）１２：００締め切り2) 。
①国立大学法人岡山大学事業場別・部局別職員代表委員会規程（案）を添付する。
②就業規則及び労使協定の案を各部局人事担当係に備えて置くとともに，学内限定ホームページへ掲載する。
③立候補者数が定数と同じ場合は，同人を代表委員会（暫定）の委員とする旨関係部局へ掲示する。
④立候補者数が定数を超えている場合又は定数に足りない場合は，関係部局で投票により，代表委員会（暫定）の
委員を決定する。 ③・④については、１１月１７日（月）～２５日（火）１２：００に実施する。

）第１回代表者委員会：１２月８日（月）～１２日（金）の期間に開催3
①代表委員会（暫定）において，委員会の組織運営について確認し、就業規則及び労使協定の案を検討して就業規則
案への意見を取りまとめ，また，労使協定案を確認する （数回の開催が必要）。

②各事業場ごとの過半数代表者１名を選出する。
）事業場別に過半数代表者から就業規則への意見を聴取し，就業規則への意見を作成する。２月上旬4
）同代表者と労使協定を締結する ・・２月上旬5 。

過半数代表者からの意見を添付した就業規則及び締結した労使協定書を労働基準監督署へ提出する ・・２月下旬6) 。

２００４年度
代表委員会（暫定）を正式な代表委員会とする。人事異動等による委員の欠員を確認し，補充する ・・４月7) 。
代表委員会から苦情処理委員会の労働者代表委員を推薦する ・・４月8) 。
職員の労働条件の整備・改善・充実について，検討する ・・４月以降9) 。
懲戒等審査委員会を設置する場合，代表委員会から同審査委員会の労働者代表委員を推薦する ・・４月以降10) 。
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